
◎特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報

の開示に関する法律の一部を改正する法律 
（令和六年五月一七日法律第二五号）   

一、 提案理由（令和六年四月九日・衆議院総務委員会） 

○松本国務大臣 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示

に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御

説明申し上げます。 

 近年、インターネット上のＳＮＳ等の特定電気通信役務を利用して行われる他人の権

利を侵害する情報の流通による被害が深刻化する一方、情報発信のための公共的な基盤

としての特定電気通信役務の機能が重要性を増しております。このような情報流通プラ

ットフォームにおける権利侵害等に対処するために、大規模なＳＮＳ事業者等を大規模

特定電気通信役務提供者として指定し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化を図る

ための義務を課す等の措置を講ずる必要があります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、題名を特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処

に関する法律に改めることとしております。 

 第二に、大規模なＳＮＳ事業者等を大規模特定電気通信役務提供者として指定するこ

ととしております。 

 第三に、削除対応の迅速化として、大規模特定電気通信役務提供者は、ＳＮＳ等にお

いて自己の権利を侵害されたとする者から削除の申出を受け付ける方法を公表し、必要

な体制を整備して削除についての調査を行うとともに、一定期間内にその結果等を申出

者に通知しなければならないこととしております。 

 第四に、運用状況の透明化として、大規模特定電気通信役務提供者は、削除等の実施

に関する基準を定め、公表するとともに、削除等を行ったときは、その旨及びその理由

を発信者に通知しなければならないこととしております。 

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

二、 衆議院総務委員長報告（令和六年四月一九日） 

○古屋範子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、誹謗中傷等のインターネット上の違法、有害情報に対処するため、大規模な

ＳＮＳ事業者等を大規模特定電気通信役務提供者として指定し、投稿に係る削除対応の

迅速化及び運用状況の透明化を図るための義務を課す等の措置を講じようとするもので



あります。 

 本案は、去る四月八日本委員会に付託され、翌九日松本総務大臣から趣旨の説明を聴

取いたしました。次いで、質疑に入り、まず十六日に参考人に対する質疑を、昨十八日

には政府に対する質疑を行い、同日これを終局しました。 

 質疑終局後、本案に対し、自由民主党・無所属の会、日本維新の会・教育無償化を実

現する会、公明党及び国民民主党・無所属クラブの共同提案により、大規模特定電気通

信役務提供者が毎年一回公表しなければならない事項として、送信防止措置の実施状況

及び当該実施状況について自ら行った評価を追加する修正案が提出され、趣旨の説明を

聴取いたしました。 

 次いで、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一

致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（令和六年四月一八日） 

○中司委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の中司宏です。 

 内閣提出の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関

する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、そ

の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 

 ＳＮＳ等において深刻化する権利侵害等に対処するため、大規模特定電気通信役務提

供者による削除等の運用状況についてより一層の透明化を図る必要がございます。 

 そこで、本修正案では、大規模特定電気通信役務提供者が毎年一回公表しなければな

らない事項として、送信防止措置の実施状況及び当該実施状況について自ら行った評価

を明記することとしております。 

 以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。 

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

 ありがとうございます。 

○附帯決議（令和六年四月一八日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。 

一 大規模特定電気通信役務提供者による投稿の削除について定めた基準の運用状況の

公正性等の検証について、被害者救済と表現の自由の担保の観点から、大規模特定電

気通信役務提供者に対して必要な助言等を行うこと。 

二 大規模特定電気通信役務提供者による投稿の削除等の実績を踏まえ、削除指針の策

定・改訂などの支援を行う第三者機関の設置等について検討すること。 

三 プラットフォーム事業者が自主的な取組として、通報に実績のある機関等からの違

法・有害情報の削除要請や迅速な処理を必要とする権利侵害情報への対応を優先的に

審査することについて、事後的に要請等の適正性を検証可能とするため、プラットフ



ォーム事業者及び機関等双方において透明性が確保されるよう、求めに応じ支援を行

うこと。 

四 本改正を実効性あるものとするため、大規模特定電気通信役務提供者に義務付けら

れる各措置の履行状況について確認し、その結果を公表すること。 

五 大規模特定電気通信役務提供者にならない中小のプラットフォーム事業者等におい

ても、投稿による権利侵害への対処が自主的・積極的に行われるよう、必要な施策を

講じること。 

六 総務大臣による大規模特定電気通信役務提供者の指定の要件に係る総務省令その他

の総務省令を定めるに当たっては、必要に応じて総務省に設置される審議会等の意見

を聴取すること。 

七 本法附則第二条に定める施行後五年の見直し時期以前であっても、必要に応じてこ

の法律による改正後の規定の施行状況について検討を行い、その結果を踏まえ、迅速

に所要の措置を講ずること。 

八 限定された会員同士が交流するプラットフォーム上の誹謗中傷等が、その閉鎖性か

ら学校や職場におけるいじめ等の温床となっている状況を踏まえ、プラットフォーム

事業者等において適切な対応が図られるよう、必要な施策を検討すること。 

九 インターネット上の権利侵害情報による被害が深刻さを増している一方、現状の発

信者情報の開示範囲が不十分であること等に鑑み、発信者情報の開示がより迅速かつ

的確に進められるようにするための制度の充実に向けて検討を行うこと。 

十 生成ＡＩを悪用して作られた偽情報や、能登半島地震の際に広く流布された偽情報

等、偽・誤情報の蔓延が社会に悪影響を与えていることに鑑み、必要な施策について

早急に検討し、対策を講じること。 

三、参議院総務委員長報告（令和六年五月一〇日） 

○新妻秀規君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、近年、インターネット上のＳＮＳ等の特定電気通信役務を利用して行わ

れる他人の権利を侵害する情報の流通による被害が深刻化する一方、情報発信のための

公共的な基盤としての特定電気通信役務の機能が重要性を増していることに鑑み、大規

模なＳＮＳ事業者等を大規模特定電気通信役務提供者として指定し、侵害情報送信防止

措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための義務を課す

等の措置を講じようとするものであります。 

 なお、衆議院において、大規模特定電気通信役務提供者が毎年一回公表しなければな

らない事項として、送信防止措置の実施状況及び当該実施状況について自ら行った評価

を明記する修正が行われております。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、インターネット上の違

法・有害情報への対応の在り方、本法律案による措置のプラットフォーム事業者におけ



る実効性の担保、大規模特定電気通信役務提供者の指定基準等について質疑が行われま

した。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年五月九日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

一、大規模特定電気通信役務提供者が定める削除基準の運用状況の公正性等の検証につ

いて、被害者救済と表現の自由の担保の観点から、大規模特定電気通信役務提供者に

対して必要な助言等を行い、その内容を公表すること。 

二、大規模特定電気通信役務提供者による投稿の削除等の実績を踏まえ、削除基準の策

定・改訂などの支援を行う第三者機関の設置等について検討すること。 

三、プラットフォーム事業者が自主的な取組として、通報に実績のある機関等からの違

法・有害情報の削除要請や迅速な処理を必要とする権利侵害情報への対応を優先的に

審査する場合において、事後的に要請等の適正性を検証可能とするため、プラットフ

ォーム事業者及び機関等双方において透明性が確保されるよう、求めに応じ支援を行

うこと。 

四、大規模特定電気通信役務提供者に該当しない中小のプラットフォーム事業者等にお

いても、投稿による権利侵害への対処が自主的・積極的に行われるよう、必要な施策

を講ずること。 

五、総務大臣による大規模特定電気通信役務提供者の指定の要件に係る総務省令及びそ

の他の総務省令を定めるに当たっては、必要に応じて総務省に設置される審議会等の

意見を聴取すること。 

六、本改正を実効性あるものとするため、大規模特定電気通信役務提供者に義務付けら

れる各措置の履行状況について確認し、その結果を公表すること。 

  また、本法施行後五年の見直し時期以前であっても、必要に応じて本法の施行状況

について検討を行い、その結果を踏まえ、迅速に所要の措置を講ずること。 

七、インターネット上の権利侵害情報による被害が深刻さを増している一方、現状の発

信者情報の開示範囲が不十分であること等に鑑み、発信者情報の開示がより迅速かつ

的確に進められるようにするための制度の充実に向けて検討を行うこと。 

八、限定された会員同士が交流するプラットフォーム上での誹謗中傷等について、その

閉鎖性から学校や職場におけるいじめ等の温床となっている状況を踏まえ、プラット

フォーム事業者等において適切な対応が図られるよう、必要な施策を検討すること。 

九、インターネット上における誹謗中傷等の被害者を支援するため、違法・有害情報相

談センター等の各相談機関間の連携を深めるとともに、相談体制の一層の充実・強化



を図ること。 

十、生成ＡＩを悪用して作られた偽情報や令和六年能登半島地震の際に広く流布された

偽・誤情報等、真偽の不確かな情報が社会に悪影響を与えていることに鑑み、必要な

施策について早急に検討し、対策を講ずること。 

  右決議する。 


